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みなさま、おはようございます。
桑原事務所の⽯原です。
 

今回は、育児介護休業法の改正についてお知らせします。
 

育児関係については2023年より⼤規模な改正が⾏われましたが、この度の改正では介護休業関
係も含まれています。

現在、⽇本では3⼈に１⼈が７５歳以上となり、「超⾼齢化社会」といわれるようになりました。⾼齢
者・介護施設の不⾜等により在宅介護を余儀なくされ、仕事をしながら⾃宅で介護をせざるを得ない
正規労働者の割合が４０代以降で増加傾向にあります。さらには、介護を理由に離職する労働者、
いわゆる「介護離職」も年間１１万⼈と⾔われ年々増加しています。働き盛りのベテラン従業員に退職
されては、会社は⼤きな痛⼿を負うことにもなりかねません。

この度の改正点を踏まえて、さまざまな措置や取り組みを通じて仕事と育児・介護の両⽴を促し、い
っそう働きやすい環境への改⾰を⽬指しましょう。
 
主な改正点は以下の通りです。
 
① ⼦の年齢に応じた柔軟な働き⽅を実現するための措置の拡充（令和7年10⽉1⽇施⾏）
（抜粋）厚⽣労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002006528.pdf



② 育児休業の取得状況の公表義務の拡⼤や次世代育成⽀援対策の推進・強化（令和7年４⽉
1⽇施⾏）
③ 介護離職防⽌のための仕事と介護の両⽴⽀援制度の強化等（令和7年４⽉1⽇施⾏）
 
今後も、育児や介護に関する情報を随時お届けしてまいりますので、ぜひご覧ください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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